














































保険料軽減特例の見直しについて 

平成28年９月29日 

厚生労働省保険局 

平成２８年９月２９日 第９７回社会保障審議会医療保険部会 資料１－２ 

保険料軽減特例の見直しについて 
１．保険料軽減特例について 

○ 後期高齢者医療制度の保険料は、制度創設当時は全国平均5,332円だったところ、平成28年
度（見込み）は5,659円となっており、大きく伸びてはいない。他方、後期高齢者医療を支える現
役世代1人当たり支援金は増加を続け、制度創設当時から平成28年度までで約1.6倍となってい
る。 

 
○ 保険料軽減特例は、政令本則において、被保険者の世帯の所得に応じ、均等割部分を７割・
５割・２割軽減する措置が設けられているところ、更に特例として軽減措置を追加し、７割軽減を
受ける者については世帯所得等に応じ９割・8.5割軽減としている。また、一定の所得を有する者
について課される所得割についても５割軽減している。 

   この結果、均等割９割軽減を受ける者の保険料は月額380円、8.5割軽減を受ける者（所得割
なし）では月額570円となっている（全国平均）。 

 
○ また、後期高齢者制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった者（元被扶養者）に
ついて、それまで保険料を負担していなかった実態を考慮し、本則において資格取得後２年間
は保険料の均等割部分を５割軽減する措置を適用しているところ、更に特例として期間を定め
ず９割軽減している。また元被扶養者については、所得割についても一切賦課していない。 

 
○ これら保険料軽減特例のため、平成28年度は国費945億円、地財措置159億円が投入されて
おり、この額は高齢化の進展にともない年々増加傾向にある。 
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２．医療保険制度改革骨子 

○ 医療保険制度改革骨子 （抄） （平成27年１月13日 社会保障制度改革推進本部決定） 
 
６．負担の公平化等 
 ④ 後期高齢者の保険料軽減特例（予算措置）の見直し 

○ 後期高齢者の保険料軽減特例（予算措置）については、特例として実施してから7年が経過

する中で、後期高齢者医療制度に加入する前に被用者保険の被扶養者であった者は所得水
準にかかわらず軽減特例の対象となるほか、国保での軽減割合は最大7割となっていることな
ど不公平をもたらしており、見直しが求められている。 

○ このため、後期高齢者の保険料軽減特例(予算措置)については、段階的に縮小する。その

実施に当たっては、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支
給とあわせて実施することにより低所得者に配慮しつつ、平成29年度から原則的に本則に戻

すとともに、急激な負担増となる者については、きめ細かな激変緩和措置を講ずることとする。
激変緩和措置の具体的な内容については、今後検討し結論を得る。 
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保険料軽減特例の見直しについて 

保険料軽減特例の見直しについて 
３．論点 

○ 低所得者の保険料については、保険料軽減特例が導入されてから８年間、保険料額が極め
て低く抑えられてきた。また、元被扶養者については、いったん元被扶養者として認定されると
無期限に均等割が９割軽減され、かつ所得割も賦課されないため、75歳到達直前に国保に加
入していた者や単身者等との間で大きな負担格差がある。 

  今後更に後期高齢者が増えることが見込まれる現状にあっては、これらの特例について、現
行の加入者については激変緩和措置を設けつつ、原則的に本則に戻していくべきではないか。
その際、新規加入者についてはどのように考えるか。（①） 

 
○ 低所得者について、均等割を本則の軽減に戻していく場合、低所得者の生活に配慮しながら
いかなる激変緩和措置を設けるか。（②）また、所得割についてはどのように考えるか。（③） 

 
○ 元被扶養者について、元被扶養者であって所得が低い者に対しては、別途低所得者につい
ての軽減措置が設けられている中で、期限なく９割軽減とする特例措置を継続すべきか。均等
割を本則に戻していく場合、いかなる激変緩和措置を設けるか。（④）また、一定の所得がある
元被扶養者もいるなかで、現在は課されていない所得割についてどのように考えるか。（⑤） 

 
○ 医療保険制度改革骨子に定められたとおり29年４月から見直しを開始するとした場合、限ら
れた時間でどのように市町村や広域連合における実施体制を整え、周知・広報活動を行うか。 
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４．論点（イメージ） 

保険料軽減特例の見直しについて 
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後期高齢者医療保険料の収納状況について 

 

１ 概要 

  保険料については、市町村が特別徴収（年金からの徴収）又は普通徴収（納

付書または口座振替）により徴収を行い、広域連合に納付することとされて

います。 

  各市町村に対して、未納への早期着手などの効果的な取組例を示したうえ

で、更なる収納対策に取り組むよう依頼するとともに、収納率の低い市町村

を個別訪問し、現状を把握したうえで助言を行うことにより、収納率の底上

げを図っています。 

  また、平成 25 年３月には、広域連合と市町村とが計画的に収納対策を推

進していくことを目的に、「愛知県後期高齢者医療保険料収納対策推進計画」

を策定しました。さらに、平成 25 年度には収納対策に係る市町村表彰制度

を創設し、収納率が上位である市町村及び収納対策について積極的な取組を

実施した市町村を対象に表彰を実施しています。 

 

 

２ 保険料の収納状況 

  現年賦課分及び普通徴収分の保険料収納率については、概ね上昇傾向が続

いています。現年賦課分では、平成 27 年度の収納率が前年度を 0.03 ポイン

ト上回り、普通徴収分では、平成 27 年度の収納率が前年度を 0.08 ポイント

上回りました。 

  なお、現年賦課分の保険料収納率については、各年度において全国平均を

上回っております。 

資料２ 
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平成26・27年度市町村別収納率比較一覧表　現年賦課分

コード 市町村名 平成26年度 順位 平成27年度 順位 平成26年度 順位 平成27年度 順位
231002 名古屋市 99.54% 32 99.60% 27 99.07% 31 99.19% 26

232017 豊橋市 99.30% 46 99.37% 42 98.43% 47 98.58% 44

232025 岡崎市 99.50% 37 99.53% 33 99.14% 27 99.25% 25

232033 一宮市 99.50% 36 99.53% 32 98.78% 36 98.90% 34

232041 瀬戸市 99.63% 24 99.48% 36 99.22% 23 98.92% 33

232050 半田市 99.77% 14 99.78% 13 99.37% 16 99.41% 16

232068 春日井市 99.21% 49 99.15% 51 98.52% 44 98.42% 48

232076 豊川市 99.52% 34 99.48% 35 98.79% 35 98.75% 40

232084 津島市 99.49% 38 99.35% 45 98.65% 42 98.31% 49

232092 碧南市 99.94% 2 99.85% 8 99.86% 2 99.67% 9

232106 刈谷市 99.88% 8 99.86% 7 99.78% 6 99.75% 6

232114 豊田市 99.42% 41 99.54% 31 98.69% 39 98.99% 31

232122 安城市 99.61% 25 99.61% 25 99.08% 30 99.13% 28

232131 西尾市 99.81% 11 99.83% 10 99.56% 12 99.62% 10

232149 蒲郡市 99.39% 42 99.45% 38 98.44% 46 98.61% 43

232157 犬山市 99.73% 15 99.67% 23 99.25% 20 99.16% 27

232165 常滑市 99.78% 13 99.78% 12 99.23% 22 99.31% 23

232173 江南市 99.32% 44 99.36% 43 98.68% 40 98.78% 37

232190 小牧市 99.27% 47 99.36% 44 98.66% 41 98.83% 36

232203 稲沢市 99.60% 26 99.54% 30 99.13% 28 99.00% 30

232211 新城市 99.49% 39 99.50% 34 98.35% 49 98.47% 45

232220 東海市 99.82% 10 99.78% 14 99.58% 11 99.50% 13

232238 大府市 99.80% 12 99.75% 19 99.68% 10 99.61% 11

232246 知多市 99.90% 5 99.78% 16 99.69% 9 99.33% 22

232254 知立市 99.54% 33 99.31% 47 99.07% 32 98.65% 42

232262 尾張旭市 99.72% 17 99.84% 9 99.41% 14 99.67% 8

232271 高浜市 99.56% 30 99.46% 37 99.14% 26 98.94% 32

232289 岩倉市 99.58% 28 99.58% 28 99.10% 29 99.10% 29

232297 豊明市 99.69% 21 99.66% 24 99.42% 13 99.37% 20

232301 日進市 99.68% 22 99.77% 17 99.39% 15 99.57% 12

232319 田原市 98.96% 54 99.35% 46 97.55% 53 98.46% 46

232327 愛西市 99.10% 52 99.21% 50 97.70% 51 98.11% 52

232335 清須市 99.36% 43 99.39% 39 98.69% 38 98.77% 38

232343 北名古屋市 99.32% 45 99.23% 48 98.58% 43 98.42% 47

232351 弥富市 99.69% 20 99.73% 21 99.29% 18 99.41% 17

232360 みよし市 99.90% 6 99.91% 5 99.79% 5 99.82% 4

232378 あま市 99.23% 48 99.21% 49 98.25% 50 98.22% 50

232386 長久手市 99.55% 31 99.37% 40 99.14% 25 98.87% 35

233021 東郷町 99.57% 29 99.60% 26 99.18% 24 99.28% 24

233421 豊山町 99.14% 51 99.00% 53 98.37% 48 98.13% 51

233617 大口町 99.93% 3 99.93% 2 99.84% 3 99.84% 3

233625 扶桑町 99.65% 23 99.69% 22 99.27% 19 99.37% 19

234249 大治町 99.86% 9 99.92% 3 99.72% 8 99.85% 2

234257 蟹江町 99.51% 35 99.37% 41 98.92% 33 98.67% 41

234273 飛島村 99.88% 7 100.00% 1 99.80% 4 100.00% 1

234419 阿久比町 99.60% 27 99.81% 11 98.87% 34 99.49% 14

234427 東浦町 99.90% 4 99.88% 6 99.75% 7 99.70% 7

234451 南知多町 99.19% 50 99.55% 29 97.61% 52 98.76% 39

234460 美浜町 99.46% 40 99.77% 18 98.49% 45 99.36% 21

234478 武豊町 99.70% 19 99.78% 15 99.25% 21 99.45% 15

235016 幸田町 99.73% 16 99.75% 20 99.34% 17 99.39% 18

235610 設楽町 98.97% 53 99.92% 4 97.16% 54 99.76% 5

235628 東栄町 99.70% 18 99.11% 52 98.73% 37 96.13% 53

235636 豊根村 100.00% 1 98.03% 54 100.00% 1 88.56% 54

99.53% 99.56% 99.00% 99.08%

※小数点第2位まで同率の場合は、小数点3位以下の数値により順位付けを行う。

普通徴収収納率全体収納率

愛知県総計
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平成25・26年度広域連合別収納率比較一覧表　現年賦課分

市町村名 平成25年度 順位 平成26年度 順位 平成25年度 順位 平成26年度 順位
北海道 99.32% 29 99.36% 27 98.51% 12 98.60% 11

青森 99.22% 39 99.02% 45 97.50% 46 96.89% 47

岩手 99.55% 6 99.50% 13 98.45% 16 98.40% 24

宮城 99.13% 43 99.19% 41 97.64% 44 97.83% 43

秋田 99.43% 17 99.47% 18 97.86% 41 98.03% 37

山形 99.55% 7 99.56% 5 98.37% 19 98.48% 20

福島 99.36% 26 99.38% 25 97.95% 36 98.11% 33

茨城 99.29% 32 99.22% 38 97.91% 37 97.73% 44

栃木 99.26% 34 99.32% 31 97.88% 40 98.08% 35

群馬 99.47% 15 99.53% 9 98.50% 14 98.72% 10

埼玉 99.20% 40 99.21% 39 98.13% 30 98.15% 30

千葉 99.22% 38 99.23% 36 98.05% 35 98.13% 32

東京 98.77% 46 98.80% 47 97.82% 42 97.95% 41

神奈川 99.26% 33 99.32% 33 98.36% 21 98.53% 19

新潟 99.62% 3 99.60% 3 98.81% 6 98.79% 5

富山 99.47% 14 99.50% 15 98.34% 23 98.43% 22

石川 99.49% 13 99.52% 12 98.67% 8 98.80% 4

福井 99.43% 18 99.42% 20 98.27% 24 98.28% 27

山梨 99.32% 30 99.48% 16 98.11% 32 98.59% 15

長野 99.55% 8 99.55% 7 98.66% 9 98.75% 8

岐阜 99.51% 11 99.50% 14 98.56% 11 98.57% 17

静岡 99.24% 36 99.28% 34 98.12% 31 98.27% 28

愛知 99.51% 12 99.53% 11 98.91% 1 99.00% 1

三重 99.36% 25 99.34% 29 98.15% 29 98.18% 29

滋賀 99.62% 2 99.64% 1 98.89% 2 98.97% 2

京都 99.23% 37 99.25% 35 98.23% 26 98.33% 26

大阪 99.01% 45 99.04% 44 97.89% 38 98.01% 38

兵庫 99.31% 31 99.34% 28 98.24% 25 98.38% 25

奈良 99.35% 28 99.41% 22 98.37% 18 98.59% 14

和歌山 99.37% 24 99.39% 24 98.34% 22 98.42% 23

鳥取 99.53% 10 99.57% 4 98.44% 17 98.59% 13

島根 99.62% 1 99.63% 2 98.75% 7 98.78% 6

岡山 99.42% 20 99.47% 19 98.36% 20 98.54% 18

広島 99.42% 21 99.41% 23 98.57% 10 98.60% 12

山口 99.59% 4 99.53% 10 98.81% 5 98.72% 9

徳島 99.25% 35 99.18% 42 98.07% 33 97.96% 40

香川 99.43% 19 99.41% 21 98.48% 15 98.47% 21

愛媛 99.54% 9 99.54% 8 98.86% 3 98.91% 3

高知 99.15% 42 99.23% 37 97.77% 43 98.00% 39

福岡 99.09% 44 99.06% 43 97.89% 39 97.89% 42

佐賀 99.58% 5 99.55% 6 98.82% 4 98.75% 7

長崎 99.40% 22 99.38% 26 98.06% 34 98.09% 34

熊本 99.35% 27 99.34% 30 98.16% 28 98.14% 31

大分 99.46% 16 99.48% 17 98.50% 13 98.57% 16

宮崎 99.17% 41 99.19% 40 97.56% 45 97.72% 46

鹿児島 99.38% 23 99.32% 32 98.18% 27 98.08% 36

沖縄 98.66% 47 98.84% 46 97.34% 47 97.73% 45

全国総計 99.25% 99.26% 98.20% 98.29%

※小数点第2位まで同率の場合は、小数点3位以下の数値により順位付けを行う。

全体収納率 普通徴収収納率
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マッサージ（訪問）療養費の過大受給について 

 

１ 事案 

名古屋市内において訪問マッサージ治療院を経営していた株式会社 MRC（代表取締

役 篠田和博氏）が平成 22 年３月分から平成 27 年９月分について、過誤記載のある

療養費支給申請書を広域連合に提出し、療養費 892,987,504 円を支払わせた。 

 

２ 過誤記載の内容 

⑴ 介護施設等に入所している被保険者に対し、被保険者の自宅を施術場所として、

往療料が請求されていた。 

⑵  介護施設等において一人の施術師が複数の被保険者に対し連続して施術を行った

場合に、複数の被保険者それぞれに往療料が請求されていた。 

⑶ 施術を行った施術師と異なる施術師名で保険請求がされていた。 

⑷ 保健所に届け出た施術所又は施術師（往療専門の場合）の所在地とは異なる場所

から行った施術について保険請求がされていた。 

⑸ 一部施設に入所する被保険者について本人負担を１回 100 円とし、法定の負担割

合に基づく金額が徴収されていない施術について保険請求がされていた。 

 

３ 経緯 

11 月中旬～12 月上旬 

 平成 27 年 10 月分の療養費支給申請書の点検を行ったところ、「一人の

施術師では到底不可能と思われる人数の被保険者に対する往療」「特別

養護老人ホームに入所しているにもかかわらず自宅住所を施術場所と

して申請」という事実が判明し、過大請求の可能性が疑われた。 

12 月 14 日 特別養護老人ホームに訪問調査を行ったところ、次の事実が判明した。 

① 訪問した施術師→申請書上では５名、実際は申請とは異なる２名 

② 施術場所→申請書上では自宅、実際は施設内で施術を受けている

者が多数 

12 月 14～15 日 

 同系列の８施設に施術師名を電話照会したところ、すべての施設におい

て施術師が申請書に記載された者と異なっていることが判明した。 

12 月 16 日 国保連合会に 10 月分・11 月分の支払い停止を依頼。 

12 月 17 日 MRC 社長篠田和博と面談を行い、下記の内容について説明・依頼。 

・過大請求が行われたと判断していること 

・施術から請求までの事務の流れとそこに関わるのが誰かを説明して 

ほしい 

資料３ 
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・支払った金額は全額を返還させ、改めて正しい内容の請求が行われれ

ば支払いを行うこと 

１月４日  MRC に電話連絡(事務員対応)し、回答の進捗状況を尋ねたところ、「事

務所をたたむための作業が忙しく、全く対応できていない。」との返答。 

１月５日  MRC を訪問し、MRC の従業員である施術師の名簿を入手したところ、療     

      養費支給申請書において施術実績がある11名を含む21名の施術師がい

ることが判明した。 

２月４日～  MRC 施術師及び営業担当者からの事情聴取実施。 

    (施術師 19 名、営業担当者 3名、事務担当者 2名と面談) 

２月 16 日～29 日 

 被保険者調査実施（平成 27 年９月に訪問マッサージを受けた被保険者 

397 名のうち、入所施設から情報提供を受けているため、重ねて調査を  

する必要がないと判断される 169 名を除く 228 名。） 

[聴取・調査結果] 

・申請書に記載された施術師と実際の施術師が異なっているものが大部

分である。 

・療養費支給申請書の施術師欄の印鑑は施術師本人の物ではなく、勝手

に押印されたものである。 

・療養費支給申請書の被保険者の印鑑の多くは本人の物ではない。 

・施術師に無断で施術所の開設・変更届(３件)や出張業務開始届(７件)

が保健所に提出されており、その中には実際の往療出発地とは異なる

もの（３件）がある。 

・社長と親密な関係にある施設入所者の一部負担金は 100 円／回であっ

た。 

・施術師・営業担当者は 12 月末で全員解雇された。 

３月 15 日 MRC 社長篠田和博及び担当弁護士と面談を行い、過大受給に係る調査結 

果を明示のうえ、支給申請書の訂正等の対応を要求するも、前向きな回

答は全く得られず。 

４月 28 日 MRC 社長篠田和博及び担当弁護士の常川氏と面談を行い、支給申請書の 

訂正等の対応について回答を求めたが、今までと同様に証拠資料がない

ため、作業ができないとのこと。（5月の連休中、再度、倉庫を確認す

るとのこと。） 

               過去に遡り全額返還請求する旨及び警察への告訴について、検討して 

いる旨を伝える。 

５月 14 日 MRC 担当弁護士より、施術内容に係る書類がある旨の FAX 送信あり。 

５月 31 日 MRC 担当弁護士と面談を行い、療養費の返還請求及び報道発表につい    

て事前通知。 

６月 16 日 平成 27 年９月施術分（363 件）15,500,790 円の返還請求。 

６月 16 日  県政記者ｸﾗﾌﾞへ報道発表資料の投げ込み。 
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６月 16～17 日 新聞掲載３社（中日新聞、朝日新聞、毎日新聞）及びテレビ報道

２社（ＮＨＫ、中京テレビ）。 

（ほかに、未確認２社（東海テレビ、名古屋テレビ）） 

       （報道発表資料内容以外の取材に基づく報道内容） 

       ・療養費の受給総額は約８億９千万円、広域連合は他に過大受給がなか 

ったか確認を急いでいる。 

・MRC は広域連合の調査に対し「事務処理上の誤りで、不正請求ではな

い」と主張。 

６月 21 日 株主総会による MRC の解散決議。（８月９日掲載の官報により判明） 

６月 24 日 報道発表により連絡を受けた元事務員と面談を行い、不正に療養費の  

請求をしていたこと及び事務マニュアルについて情報提供得る。 

７月 15 日  MRC の法人登記により、代表取締役であった篠田和博が代表清算人であ 

ることを確認。 

７月 15 日  代表清算人あてに平成 27 年９月診療分の督促状を送付。 

８月１日   代表清算人名で債権申出催告書が届く。 

 （平成 28 年７月 29 日付、申出期限＝平成 28 年９月 30 日） 

８月 22 日 定例会にて MRC の事案について答弁。 

      ・過大受給額の特定を進め、過大受給全体の究明及び回収に努める。 

 ・代理受領を認める際の審査の充実や取扱いの中止を含めた事務取扱 

要領の速やかな施行に向け、既に整備に取りかかっている。 

・審査・点検の更なる充実を図るため、療養費支給申請内容をデータ化 

し、審査・点検を機械的に実施できるよう、できるだけ速やかに国保連 

が確保している予算を活用して審査・点検システムを改修し準備を整え 

ていく。 

９月 29 日  債権申出催告書に基づき、債権届出書を提出。 

 

４ 今後の対応 

(1) MRC への対応 

債権額の確定とともに、債権の回収に努める。 

(2) 一般対応 

下記の内容により不正請求の防止を図り、療養費の適正化に努める。 

ア 事務取扱要領の制定 

イ 審査・点検システムの改修・申請内容のデータ化による審査・点検強化 

ウ 被保険者や治療院に対する、周知啓発 
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平成 28 年６月 16 日（木） 

愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 

給付第一グループ 

担当 伊藤（雅）、小久保、山岸 

電話 052-955-1205 

FAX 052-955-1298 

名古屋市東区泉１-６-５ 国保会館３階 

マッサージ（訪問）療養費の過大受給について 

名古屋市内において訪問マッサージ治療院を経営していた株式会社 MRC（代表取締役 篠田和博

氏）が、過誤記載のある療養費支給申請書を提出し、当広域連合から平成 27 年９月分の療養費

17,041,582 円を受給していました。 

当広域連合としては、支給申請書の訂正等の自主的な対応を求めてきましたが、これまで   

対応がなされないことから、株式会社 MRC に対して、本日付で当該療養費のうち過大受給分

15,500,790 円の返還請求を行いました。 

なお、株式会社MRCが運営する治療院の廃止届が、平成28年１月７日付で提出されております。 

     記 

１ 過大受給判明の経緯 

平成 27年 10 月分の療養費支給申請書の点検を行ったところ、「一人の施術師では到底不可能

と思われる人数の被保険者に対する往療」「特別養護老人ホームに入所している被保険者に対す

る施術場所に自宅住所」が記載されていた。 

これを受け、平成 27 年９月分の療養費を対象に、株式会社 MRC 代表取締役、施術師、特別養

護老人ホームなどに対する調査を実施したところ、過誤記載に伴う過大受給が判明した。 

２ 過誤記載の内容 

(1) 介護施設等に入所している被保険者に対し、被保険者の自宅を施術場所として、往療料が

請求されていた。 

(2) 介護施設等において一人の施術師が複数の被保険者に対し連続して施術を行った場合に、

複数の被保険者それぞれに往療料が請求されていた。 

(3) 施術を行った施術師と異なる施術師名で保険請求がされていた。 

(4) 保健所に届け出た施術所又は施術師（往療専門の場合）の所在地とは異なる場所から行っ

た施術について保険請求がされていた。 

(5) 一部施設に入所する被保険者について本人負担を１回 100 円とし、法定の負担割合に基づ

く金額が徴収されていない施術について保険請求がされていた。 

３ 今後の対応 

裁判手続きに入ることも検討している。 
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１ 療養費について 

被保険者が保険医療機関及び保険薬局で診療を受けた場合、被保険者は、かかった医療費

を全額負担するのではなく、自己負担分のみを負担すれば足りることになっている。（医療に

関する現物給付＝「療養の給付」。残りの医療費は、保険医療機関及び保険薬局が保険者であ

る広域連合に請求し、支払を受ける。） 

鍼灸マッサージは、保険医療機関で行う現物給付ではなく、保険医療機関以外での治療行

為として位置づけられており、治療を受けた被保険者は、一旦、治療費の全額を支払い、そ

の後、被保険者自身が広域連合に対して、支払った額から自己負担額を除いた額を請求し、

広域連合から被保険者に対して現金（「療養費」）が支払われる仕組みになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、この請求作業は煩雑で被保険者にとって多大な負担となるため、当広域連

合では被保険者から委任を受けた施術師等が療養費の請求事務と受領を行う「受領委任制度」

を認めている。 

これにより、被保険者は施術を受けた場合に、一部負担金を支払うのみで済むこととなる。 

 

 

   

 

 

 

２ 往療料について 

往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を

受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に、施術所所

在地又は施術師の住所地から患者の家までの直線距離で算定する。 

起点住所から施術場所までの距離が 16 キロを超えた場合は保険適用外となる。 

同一家屋で同じ時間帯に複数の患者が施術を受けた場合、往療料を算定できるのは一人に

対してのみである。 

往療距離と往療料 

往療距離 往療料 

～２km 1,800 円 

２～４km 2,600 円 

４～６km 3,400 円 

６km～ 4,200 円 

参考 

被保険者 

治療院など 

広域連合 

①
施
術 

②
全
額
支
払 

③９割を請求 

④９割を支払 

①
施
術 

②
１
割
支
払 

被保険者 

治療院など 

広域連合 

⑤９割分を支払 

④９割分を請求 

③
９
割
分 

受
領
委
任 
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（参考資料） 

 

愛知県後期高齢者医療広域連合広域計画比較表 

 

 

第３次愛知県後期高齢者医療広域連合広域計画（事務局案） 

 

第１ 広域計画の趣旨 

  愛知県後期高齢者医療広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第291条の７に基づき、後期高齢者医療制度を総合的かつ計画的に運営

するため、愛知県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）と広域連合を組織

する愛知県内のすべての市町村（以下「構成市町村」という。）が相互に役割分担を行い、

連絡調整を図りながら処理する事務について、それぞれの役割を定めるものである。 

  第３次広域計画は、第１次及び第２次の広域計画の実施結果を踏まえ、広域連合と構成市

町村が引き続き連携して、後期高齢者医療制度を安定的かつ円滑に実施するために策定する

ものである。 

 

第２次愛知県後期高齢者医療広域連合広域計画 

 

第１ 広域計画の趣旨 

  愛知県後期高齢者医療広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、地方自治法

第２９１条の７に基づき、後期高齢者医療制度を総合的かつ計画的に運営するため、愛知

県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）と広域連合を組織する愛知県内

のすべての市町村（以下「構成市町村」という。）が相互に役割分担を行い、連絡調整を

図りながら処理する事務について、それぞれの役割を定めるものである。 

  第２次広域計画は、第１次広域計画の実施結果を踏まえ、広域連合と構成市町村が引き

続き連携して、後期高齢者医療制度を安定的かつ円滑に実施するために策定するものであ

る。 

第２ 広域計画の項目 

  広域計画は、愛知県後期高齢者医療広域連合規約（平成19年３月20日愛知県知事許可）第

５条（広域計画の項目）の規定に基づき、次の項目について記載する。 

１ 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関するこ

と。 

２ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

   

第２ 広域計画の項目 

  広域計画は、愛知県後期高齢者医療広域連合規約（平成19年３月20日愛知県知事許可）

第５条（広域計画の項目）の規定に基づき、次の項目について記載する。 

１ 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関するこ

と。 

２ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

第３ 現状と課題 

  愛知県の後期高齢者医療の被保険者数は、後期高齢者医療制度の発足当初の平成20年４月

末は614,014人であったが、平成28年３月末では840,979人と年々増え続けている。 

  医療費については、平成20年度は約4,881億円（被保険者一人当たり782,402円）であった

が、平成27年度は約7,888億円（被保険者一人当たり960,009円）と増加している。 

  保険料率は、平成20年度及び平成21年度は所得割率7.43％及び均等割額40,175円であった

が、平成28年度及び平成29年度は所得割率9.54％及び均等割額46,984円となっている。 

  一方、国においては、後期高齢者医療制度を含む社会保障分野については、平成25年度に

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成25年法律第112

号）が成立し、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を目指した国の社 
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会保障制度改革が進められている。 

  この他、平成27年度には社会保障・税番号制度の導入により個人番号の利用が開始された

ところである。 

 

  このように被保険者数、医療費及び保険料率が増加している状況においては、被保険者資

格の適正な管理、適切な保険料の設定・賦課徴収及び適切な医療給付の実施に引き続き努め

つつ、医療費の増加抑制のため、保健事業及び医療費適正化等推進事業を効果的に実施する

ことにより、後期高齢者医療制度の安定的な運営を図ることが求められる。 

  また、社会保障制度その他の関係制度の動向について、引き続き注視し、実効性のある広

報広聴活動に努めつつ、適切に対応していく必要がある。 

  さらに、個人情報の取扱いについても、より厳格な管理が求められる。 

 

 

第４ 基本方針  

  広域連合及び構成市町村は、相互に連携して、より一層の事務の適正かつ円滑な執行及び

健全な財政運営を目指し、次に掲げる方針に従って後期高齢者医療制度の運営を行う。 

 １ 資格の適正な管理 

   被保険者の資格について、異動状況を確実に把握し、被保険者証の交付等を行う。 

 ２ 適切な保険料の設定・賦課徴収 

   適切な保険料率を設定し、計画的な賦課徴収により保険料の確保に努める。 

 ３ 適切な医療給付の実施 

   被保険者が適切な医療給付を受けられるよう、正確かつ迅速な審査等に努める。 

 ４ 保健事業の推進 

   被保険者の健康の保持増進のため、被保険者や地域の特性を踏まえた効果的な保健事業

の推進に努める。 

 ５ 医療費の適正化 

   将来にわたり安心して医療給付を受けられる医療保険制度の堅持と被保険者の適正受

診の推進を図るため、医療費適正化等推進事業の実施に努める。 

 ６ 広報広聴活動の充実 

   被保険者等の意見を的確に把握し、被保険者の後期高齢者医療制度への理解及び必要な

情報の収集に資するよう、実効性のある広報広聴活動に努める。 

 ７ 個人情報の適正な管理及び利用 

   個人情報の保護に関する法令を遵守し、個人情報の厳格な管理及び適正な利用を行う。 
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第５ 広域連合及び構成市町村が行う事務 

  広域連合及び構成市町村は、後期高齢者医療制度の実施に当たり、連携して次の事務を

行う。 

第３ 広域連合及び構成市町村が行う事務 

  広域連合及び構成市町村は、後期高齢者医療制度の実施にあたり、連携して次の事務を

行う。 

区 分 広域連合が行う事務 構成市町村が行う事務 

１資格の管理

に関する事

務 

 資格の取得・喪失の確認並びに障害認

定等を行い、被保険者証等の交付決定を

するとともに、交付状況を管理する。 

 被保険者の資格情報を管理する。 

 資格に関する申請及び届出等の受付

を行い、広域連合へ送付する。 

 被保険者証等の引渡し及び返還の受

付等を行う。 

２保険料の確

保に関する

事務 

 所得情報や医療給付の状況等に基づ

き保険料率の決定を行い、保険料の賦

課、減免等を行う。 

 保険料の賦課決定に要する所得情報

を広域連合に提供する。 

 保険料に関する申請の受付等を行い、

広域連合へ送付する。 

 保険料の徴収及び滞納整理を行い、広

域連合へ納付する。 

３医療給付に

関する事務 

 療養の給付、高額療養費、葬祭費等の

医療給付の審査・支給を行い、支給実績

の管理等を行う。 

医療給付に係る申請及び届出の受付

等を行い、広域連合へ送付する。 

４保健事業に

関する事務 

 健康診査事業等の必要な事業を行う。 

５医療費の適

正化に関す

る事務 

 後発医薬品の利用促進、重複・頻回受診者への訪問指導事業等の必要な事業を行

う。 

６広報広聴活動

に関する事務 

 後期高齢者医療制度に関するパンフレットの作成・配布等の必要な活動を行う。 

７個人情報の管

理及び利用に

関する事務 

 情報セキュリティ対策等の必要な措置を講じ、個人情報の管理及び利用を行う。 

 

区 分 広域連合が行う事務 構成市町村が行う事務 

１被保険者の

資格の管理

に関する事

務 

 資格の取得・喪失の確認並びに障害認

定等を行い、被保険者証等の交付決定を

するとともに、交付状況を管理する。 

 被保険者の資格情報を管理する。 

 資格に関する申請及び届出等の受付

を行い、広域連合へ送付する。 

 被保険者証等の引渡し及び返還の受

付等を行う。 

２医療給付に

関する事務 

 療養の給付、高額療養費、葬祭費等の

医療給付の審査・支給を行い、支給実績

の管理等を行う。 

 医療給付に係る申請及び届出の受付

等を行い、広域連合へ送付する。 

３保険料の賦

課及び徴収

に関する事

務 

 所得情報や医療給付の状況等に基づ

き保険料率の決定を行い、保険料の賦

課、減免等を行う。 

 

 保険料の賦課決定に要する所得情報

を広域連合に提供する。 

 保険料に関する申請の受付等を行い、

広域連合へ送付する。 

 保険料の徴収及び滞納整理を行い、広

域連合へ納付する。 

４保健事業に

関する事務 

 広域連合と構成市町村は、連携して被保険者の健康の保持増進のために健康診査

事業等の必要な事業を行う。 

５その他後期

高齢者医療

制度の施行

に関する事

務 

 広域連合と構成市町村は、連携して後期高齢者医療制度に関する広報広聴活動を

行うとともに、医療費通知、後発医薬品の利用促進等の医療費適正化に向けた事業

を行う。 

 

 

 

 

第６ 広域計画の期間及び改定 

  広域計画の期間は、平成29年度から平成33年度までの５年間とし、その後計画期間満了前

に見直しを行う。 

  ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うものとする。 

 

第４ 広域計画の期間及び改定 

  広域計画の期間は、平成24年度から平成28年度までの５年間とし、その後計画期間満了前

に見直しを行う。 

  ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うものとする。 
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